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１ 宮古市の都市計画道路の現状と見直しの背景 

都市計画道路は、都市の骨格を形成する基本的な交通基盤施設として、都市の将来像を踏まえな

がら、交通需要の見通しや社会経済情勢に応じて、逐次、都市計画決定や変更を行うとともに、順次

整備を進めてきました。 

宮古市においては、昭和 17 年の計画決定以来、社会経済状況の変化に対応して適宜変更を行い

ながら、平成 27 年 3 月末現在、23 路線、総延長 38.23 ㎞を都市計画決定し、そのうち既に 13 路線

16.73㎞が全線整備完了、一部区間の完了も含め合計27.55㎞が整備済みで、整備率は72％に達し

ています。 

一方、未整備の都市計画道路は、1.19 ㎞（約 3％）で、そのうち都市計画決定後 20 年以上未着手

なものが 0.86 ㎞（約 2％）あり、都市計画道路の区域内の建築制限の長期化といった課題も抱えてい

ます。また、これらの未着手の都市計画道路の残事業費も大きく、完成までにかなりの時間を要するこ

ととなります。 

 

⇒このような背景から、平成 25 年 3 月から、主に長期未着手・未整備路線を対象として必要性等の見

直し検討作業を進めてきました。 
 

▼宮古市の都市計画道路整備状況 

区分 道路延長

（km） 

構成比 

整備済み

27.55

72%

概成済み

2.17

6%

事業中

7.32

19%

未整備

1.19

3%

 

整備済み 27.55 72.1% 

概成済み 2.17 5.7% 

事業中 7.32 19.1% 

未整備 1.19 3.1% 

合計 38.23 100.0% 

   

※概成済み：計画された道路幅員のうち、2/3以上の幅員が確保されている等、計画された道路と同程度の機能を持つ区間 

 
▼都市計画決定後期間別の整備状況内訳 

当初計画決定後の期間 区分 道路延長 km） 構成比 

20 年以上 整備済み 22.13 57.9% 

 概成済み 2.17 5.7% 

 事業中 0 0.0% 

 未整備 0.86 2.2% 

計 25.16 65.8% 

20 年未満 整備済み 5.42 14.2% 

 概成済み 0 0.0% 

 事業中 7.32 19.1% 

 未整備 0.33 0.9% 

計 13.07 34.2% 

合計 38.23 100.0% 

宮宮古古市市都都市市計計画画道道路路見見直直しし方方針針  
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２ 都市計画道路の見直し基本方針 

都市計画道路の見直しを行う際の基本的な考え方や方向性をまとめた見直し基本方針について、パ

ブリックコメントを実施し、平成 25 年 10 月に策定しました。 
 

 
○長期未整備路線とは、目安として 20 年以上整備が行われていない路線を指します。 

「存続」・・・都市計画道路の計画を従来どおり残します。 

「変更」・・・当初計画されていた道路幅員を変更します。現在の道路幅員に合わせることや、道路整備延長

を短くするなどの方法が考えられます。 

「廃止」・・・都市計画道路として位置づけられる路線の計画をなくします。 

 
○「自然的な特性」・・・地形上、車道や歩道の拡幅が難しい場合などが該当します。 

「都市構造の特性」・・・拠点となる施設（駅等）が近くにある道路や、商業地域を通る道路の計画を変更す

る場合など、地域に大きな影響を与えることを指します。 

 
 

３ 見直しの検討 

上記の「都市計画道路の見直し基本方針」に基づくとともに、「岩手県都市計画道路見直しマニュア

ル」に沿って、見直し検討作業を行いました。 

(1)再検証路線の選定 

当初都市計画決定より 20 年以上経過した路線かつ未整備区間のある路線、あるいは市が特に見直

しが必要と認める路線を抽出しました。 

その結果、全体 23 路線中、整備完了した 13 路線及び自動車専用道路１路線を除く９路線（全体延

長 14.18 ㎞）のうち、未整備または概成済みの 3.36 ㎞を再検証路線として抽出しました。（別紙１） 

 

(2)社会状況の変化に伴う必要性の検証 

計画決定時における必要性、路線を取り巻く環境、まちづくりの将来像の変化を検証した結果、再検

証路線の９路線 3.36 ㎞を、見直し検討対象路線として選定しました。（別紙１） 

 

４ 路線別見直し方針（案） 

上位関連計画との整合性や道路網への影響等を踏まえ総合的に判断した結果、見直し検討対象９

路線 3.36 ㎞のうち、１路線 0.33 ㎞について廃止を検討することとします。また、５路線 1.34 ㎞について

は今後の交通状況を見ながら継続的に検討していくこととし、それ以外は存続することとします。（別紙

２、３） 

基本方針３：復興に応じた見直し 
・復興まちづくりに係る道路計画の策定を迅速に進めるため、意向調査、各種調査内容を都市計画

道路の見直しに反映します。 

基本方針２：地域の実情や状況に応じた見直し 
・自然的な特性や都市構造の特性がある路線 

・道路網の整備状況 

に応じて、都市計画道路の必要性を検証します。 

基本方針１：整備状況に応じた見直し 
・長期未整備路線 

・市が特に見直しが必要と認める路線 

について、都市計画の「存続」、「変更」、「廃止」等の評価、路線別の整備方針を定めます。 
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別紙 １ 見直し検討対象路線の選定結果 平成 27 年 3 月 31 日現在 
 

名         称 

国県 

市道 

の種別 

計画内容 現在の状況 (1)再検証路線の選定 
(2)社会状況 

の変化に 

伴う必要性の 

検証結果 

備考 
番号 路線名 

 

延長 

 

幅員 改良済 概成済 未整備 
20 年以上 

経過 

未整備 

概成済 

区間 

再検証 

路線 

抽出 
㎞ m ㎞ ㎞ ㎞ （自専道除く） 有無 

1･3･ 1 三陸縦貫自動車道宮古線 国 4.82 22.0 4.82  
      

自専道・整備済 

1･3･ 2 宮古盛岡横断道路宮古線 県 7.32 22.0   7.32  
  

● 
  

自専道 

3･2･ 2 宮古駅前線 県 0.09 30.0  0.09   ● 7２年経過 ● ● ● 
 

3･4･ 3 本町高浜線 国 3.81 20.0 3.56 0.25   ● 4１年経過 ● ● ● 
 

3･4･ 4 宮古港線 国県市 1.90 17.0 1.43  0.47  ● 7２年経過 ● ● ● 
 

3･4･ 5 向町中通り線 市 0.25 16.0   0.25  ● 7２年経過 ● ● ● 
 

3･4･ 6 築地千徳線 県 4.32 16.0 4.20 0.12   ● 7２年経過 ● ● ● 
 

3･4･ 7 磯鶏駅前線 市 0.18 16.0 0.18   
     

整備済 

3･4･ 8 板屋近内線 市 1.87 16.0 1.87   
     

整備済 

3･5･ 9 宮古山口線 県 1.62 12.0 1.43 0.19   ● 7２年経過 ● ● ● 
 

3･5･10 和見磯鶏線 県市 3.73 12.0 3.73   
     

整備済 

3･5･11 石崎竹洞線 市 1.12 12.0 1.12   
     

整備済 

3･5･12 沖前田線 市 0.29 12.0 0.29   
     

整備済 

3･5･13 前田中通り線 市 0.53 12.0 0.53   
     

整備済 

3･5･14 板屋室井沢線 市 0.67 12.0 0.67   
     

整備済 

3･5･15 千徳近内線 市 1.18 12.0 1.18   
     

整備済 

3･5･16 近内岩船線 市 0.87 12.0 0.87   
     

整備済 

3･6･17 八幡沖向町線 市 0.55 10.0 0.55   
     

整備済 

3･6･18 新町田町線 市 0.32 10.0 0.32   
     

整備済 

3･6･20 八幡沖保久田線 市 0.34 8.0  0.20  0.14  ● 7２年経過 ● ● ● 
 

3･6･21 本町八幡前線 市 1.52 8.0 0.20 1.32   ● 7２年経過 ● ● ● 
 

3･6･22 松山千徳線 市 0.60 10.5 0.60   
     

整備済 

3･6･23 小山田インター線 市 0.33 9.5   0.33  
  

● ● ● 
 

合計 23 路線  38.23  27.55 2.17 8.51 
   

9 路線 9 路線 
 

抽出路線（９路線）合計  14.18  10.82 2.17 1.19 
   

9 路線 9 路線 
 

 

3.2.2 宮古駅前線 

3.5.9 宮古山口線 

3.4.6 築地千徳線 

3.6.23 小山田インター線 

3.4.4 宮古港線 

3.4.5 向町中通り線 

3.6.20 八幡沖保久田線 3.6.21 本町八幡前線 

3.4.3 本町高浜線 
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別紙 ２ 路線別見直し方針（一覧） 

 

名称 国県 

市道 

の種別 

見直し対象区間 

交通量 

上段：H26 調査結果 

下段：H42 将来推計 評価 見直し方針 理  由 

番号 路線名 
延長 幅員構成 自動車 自転車 歩行者 

km 都市計画決定 現況 (百台/日) (台/12h) (人/12h) 

3･2･2 
宮古 

駅前線 
県 0.09 

  

80 

 

29 

328 

 

 

2,553 

 

 

幅員は概成済、歩道も歩行者が多い道路

における幅員基準を満たしており、路線

の機能としては概ね確保されている 

存 続 

（継続検討） 

現況幅員で交通機能は確保されている

が、中心市街地拠点の整備等により街な

かの交通状況が変化する可能性があるた

め、今後の状況を見ながら継続的に検討

する 

3･4･3 
本町 

高浜線 
国 0.25 

  

162 

 

54 

148 

 

 

35 

 

 

幅員は概成済、歩道幅員も 1.5～2.0ｍ

であり、路線の機能としては概ね確保さ

れている 

存 続 
交通ネットワーク上必要であり、存続す

る 

3･4･4 宮古港線 

国 

県 

市 

0.47 

  

61 

 

12 

401 

 

 

984 

 

 

宮古駅から市役所方面へ一方通行（7 時

-20 時）であり、歩道はないが、路面標

示で両側に歩行空間を確保している 

存 続 

（継続検討） 

中心市街地拠点の整備等により街なかの

交通状況が変化する可能性があるため、

今後の状況を見ながら継続的に検討する 

3･4･5 
向町 

中通り線 
市 0.25 

  

30 

 

4 

71 

 

 

133 

 

 

全線未整備であり、歩道のない状況であ

る 

存 続 

（継続検討） 

中心市街地拠点の整備等により街なかの

交通状況が変化する可能性があるため、

今後の状況を見ながら継続的に検討する 

3･4･6 
築地 

千徳線 
県 0.12 

  

151 

 

33 

94 

 

 

127 

 

 

幅員は概成済、歩道幅員も 1.5～2.2ｍ

であり、路線の機能としては概ね確保さ

れている 
存 続 

自転車・歩行者空間の確保上必要であり、

存続する 

3･5･9 
宮古 

山口線 
県 0.19 

  

65 

 

27 

271 

 

 

1,289 

 

 

幅員は概成済、歩道幅員も 1.75～

1.95m であり、路線の機能としては概

ね確保されている 

存 続 

（継続検討） 

現況幅員で交通機能は確保されている

が、中心市街地拠点の整備等により街な

かの交通状況が変化する可能性があるた

め、今後の状況を見ながら継続的に検討

する 

3･6･20 
八幡沖 

保久田線 
市 0.34 

  

9 

 

1 

188～190 

 

 

351～399 

 

 

未整備区間(区間①)は歩行者専用区間、

概成済区間(区間②)は一方通行で、路線

の機能としては概ね確保されている 

存 続 

（継続検討） 

中心市街地拠点の整備等により街なかの

交通状況が変化する可能性があるため、

今後の状況を見ながら継続的に検討する 

3･6･21 
本町 

八幡前線 
市 1.32 

  

29～35 

 

5～41 

197～395 

 

 

285～449 

 

 

幅員は概成済であるが、区間①は一部で

歩道が無く、区間②には狭小踏切も存在

する 
存 続 

自転車・歩行者空間の確保上必要であり、

存続する 

3･6･23 
小山田 

インター線 
市 0.33 

 

7,500

6,0001,500

 

20 

 

4 

13 

 

 

131 

 

 

全線未整備であるが、現在、宮古盛岡横

断道路(宮古西道路)のルート見直し中で

ある 

廃 止 
宮古盛岡横断道路(宮古西道路)のルート

見直しにより整備必要性が低下したた

め、廃止を検討する 

合計 9 路線  3.36         

 

区間① 区間②

区間②区間①
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別紙 ３ 路線別見直し方針（位置図） 

 

区間②

区間① 

区間①

区間②

3.2.2 宮古駅前線 

存 続 

（継続検討） 

3.5.9 宮古山口線 

存 続 

（継続検討） 

3.6.23 小山田インター線 

廃 止 

3.4.4 宮古港線 

存 続 

（継続検討） 

3.6.21 本町八幡前線 

存 続 

3.4.6 築地千徳線 

存 続 

3.4.3 本町高浜線 

存 続 

3.4.5 向町中通り線 

存 続 

（継続検討） 

3.6.20 八幡沖保久田線 

存 続 

（継続検討） 


